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東海大学医学部付属病院の
診療データ（2022年度実績）

•常勤教職員：2,287人（2023年4月1日現在）

*臨床系医師481名、基礎系教員57名

•病床数：804床

•入院延患者数：272,295人（1日当たり746人）

•平均在院日数：10.77日

•病床稼働率：92.79%

•年間外来延患者数：649,512人（1日当たり2,415人）

•年間手術件数：12,853件（うち麻酔科管理7,689件）

•救急搬送件数：6,800件



当院の位置づけ

東海大学医学部付属病院
(804)

平塚共済病院
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(416)
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湘南東部総合病院
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藤沢湘南台病院
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済生会湘南平塚病院
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249万人
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神奈川リハビリテーション病院(324)

亀田森の里病院(62)

近藤病院(111)

鶴巻温泉病院(557)みくるべ病院(276)

湘陽かしわ台病院(199)

くらた病院(79)
高根台病院(236)



医師の働き方改革の目的

良質な医療の持続的提供を可能とすること
「人を救うには、まず自分が健康でなければならない」

日本救急医学会「働き方改革アクションプラン」

⚫ 多様な働き方を可能とすること
⚫ 生産性を高めること 首相官邸「働き方改革実現会議」（2017）

1.過剰労働についての管理義務
→ 時間外労働の上限規制（罰則規定あり）

2.法令に基づく時間外労働時間に対する割増賃金の適正支給
→ 深夜・休日労働への割増賃金、宿直中に通常の労働が発生した

場合には実働分として割増賃金の支給が必要

雇用者側における留意点



当院での医師働き方改革における課題

1. 2024年度本格運用に向けての制度・システム整備

2. これからの医師の働き方に関する意見交換・周知

3. 長時間勤務医師・診療科への重点的施策

4. 医師の生産性向上に向けた取り組み



働き方改革検討委員会
委員長 副院長（働き方改革担当）

診療科
労務管理マネージャー会議 各種ワーキンググループ

タスクシフト
タスクシェア

手術室
運用見直し

復職支援
夜間休日
業務体制

追加的健康
確保措置

Dr. JOYチーム 人事ユニット

制度・システム整備 意見交換・周知 生産性向上



当院の特例水準指定申請に向けての状況

・Ｂ水準
・連携Ｂ水準
・Ｃ-1水準

2023年6月医療機関勤務環境評価センター

へ評価受審申請

2023年10月神奈川県へ指定申請予定



当院の労働制
変形労働時間制（1ヶ月単位）の導入

兼
業

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

日
勤
＋
夜
勤

日

兼
業

自
己
研
鑽

固定労働時間制（従来） 変形労働時間制へ移行

日

当
直



（専門業務型）



所定時間外労働時間の測定（人事ユニット）

➢ 大学・医学部・付属病院から指定された業務

 時間外の業務のうち、大学・医学部・付属病院から指定さ

れたもの

◆救急外来、入院患者対応、手術など

◆指定された会議、講義、入試業務など

 院外の業務のうち、大学・医学部・付属病院から指定され

たもの

◆出張、臨床兼務など

所定時間外労働
算出の対象
⚫ 時間外割増
⚫ 深夜割増
⚫ 休日割増

所定労働時間
⚫ 週37.5時間：院内で週32時間、4日以上の勤務とする
⚫ 年休・出張はみなし勤務
⚫ 兼業兼職（報酬の発生する講演等を含む）



法定時間外労働時間の測定（Dr. JOYチーム）

➢ 大学・医学部・付属病院から指定された業務

 所定労働時間内の院内業務全て（診療・研究・教育）

 時間外の業務のうち、大学・医学部・付属病院から指定されたもの

◆ 救急外来、入院患者対応、手術など

◆ 指定された会議、講義、入試業務など

 院外の業務のうち、大学・医学部・付属病院から指定されたもの

◆ 出張、臨床兼務など

➢ 兼業兼職

時間外労働の
上限規制対象

法定労働時間
⚫週40時間
⚫年休は労働時間に含めない



法定時間外労働時間の測定（Dr. JOYチーム）

Dr JOY社HPより（https://www.drjoy.jp/）



法定時間外労働時間の測定（2023年5月実績）
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法定労働時間超過分
（兼業を含む）

1. オンコールが夜勤と設定されている（逆のパターンもあり）

2. 時間外で1号館にいる時間の全て（多く）が労働とカウントされてい
る

3. 1号館にDr JOYを置きっぱなしだが全て労働としている

4. 他院での2泊3日当直が全て兼業としてカウントされている
（宿日直許可があるはず）

心臓血管外科 4
循環器内科 3
整形外科 2
腎泌尿器科 2
麻酔科、小児外科、
救命救急科、精神科 1



法定時間外労働時間の測定
（ビーコン勤怠管理システム）

Dr JOY社HPより（https://www.drjoy.jp/）

1. 院内でビーコンを必ず携帯する

2. あらかじめ兼業時間を入力する

3. 年休等の休暇を入力する

4. 出張のルールに従って予定入力、実績入力を行う

5. 夜勤とオンコールを区別して入力する

6. 労働と自己研鑽を分けて申請し、上長が承認する

7. 代償休息を確保する

8. 法定休日を確保する

9. 追加的健康確保措置が必要な医師へのアラート

10.変形労働時間制に基づく効率的な労働時間設定をする



代償休息

予定された９時間又は18時間の連続した休息時間中にやむを得

ない理由により発生した労働に従事した場合は、当該労働時間

に相当する時間の代償休息を事後的に付与する。（当該労働の

発生した日の属する月の翌月末までに付与）

⚫翌月末までの予定勤務時間、勤務間インターバルを除いた時
間において所定の時間を代償休息として確保する必要がある

＝ 有給休暇の取得などを義務づける？

勤務間
インターバル



追加的健康確保措置

面接指導実施医師
• 産業医でなくても良い
• e-learning受講
• 所属部門の管理者は不可

面接指導実践マニュアル

（2023.3病院運営会議承認）

時間外労働≥月45時間の時点で

• アラート

時間外労働≥月80時間の時点で

• アラート

• 月≥100時間が予想される場合、面談

時間外労働≥月100時間の時点で

• 疲労度自己診断チェック

• 面接指導実施医師による面談

面接指導実施医師養成ナビ
https://ishimensetsu.mhlw.go.jp/



夜間休日体制

夜勤
⚫ 診療加算等算定のため必須：救命救急科、麻酔科、産婦人科（MFICU）、

小児科（NICU）、内科（ICU）

⚫ 夜間業務の頻度が特に高い：循環器内科

✓ 現時点では日当直手当を支給＝深夜勤務手当へ移行

オンコール（院内待機）
⚫ 従来の日当直（一部診療科は複数制）

✓ オンコール手当支給

✓ 実働時間に対して時間外手当（割増賃金）の支給が必要

オンコール（院外待機）
✓ オンコール手当支給

✓ 実働時間に対して時間外手当（割増賃金）の支給が必要



夜間休日体制

オンコール院外待機可とする診療科の要件（案）

1. コール後30分以内に現場到着する（バックアップ体制も整備）

2. 平日・休日ともに院外待機可な時間は20時～8時とする

3. 大きな手術後など急変が予測される場合は、院内待機

4. 予期しない急変時の対応ルール

⚫ 心停止・呼吸停止 内科および救命救急科が初期対応

5. 看護師、患者へのマニュアル・説明文書等を準備

関連部署との連携・周知（外来トリアージナース、病棟、近隣医療機関）

⚫ 負担が増加する診療科（内科、救命救急科）へ配慮する

⚫ 夜間休日においても医療ニーズの高い患者にはきちんと
対応する

➢ 不要不急な夜間休日受診は抑制



生産性の向上：手術室運用見直し

1. 手術間のインターバル時間の短縮

⚫ 手術枠の設定

⚫ 入室時間の分散

⚫ 入室から加刀までの時間短縮

⚫ 器械・医材のセット化およびスリム化

⚫ 清掃及び手術サポートチームの見直し

2. 看護スタッフ業務の見直し

⚫ 看護スタッフの増員

⚫ 看護業務のタスクシフト



生産性の向上：タスクシフト・タスクシェア

タスクシフト・タスクシェアを推進する手順の明確化

1. 診療科（担当者）と病棟・外来とでタスクシフト・タス
クシェアを希望する項目をリストアップ

2. タスクシフト・タスクシェアWGで検討



厚生労働省「令和5年度子育て世代
の医療職支援事業」に採択



厚生労働省「令和5年度子育て世代
の医療職支援事業」に採択



ご清聴ありがとうございました


